
　

国
指
定
史
跡
下
野
薬
師
寺
跡
を
説
明
す
る
時

に
必
ず
セ
ッ
ト
で
解
説
す
る
人
物
が
い
ま
す
。

そ
れ
が
下し

も
つ
け
ぬ
あ
そ
ん
こ
ま
ろ

毛
野
朝
臣
古
麻
呂
で
す
。
で
は
、
下

毛
野
氏
と
は
、
ど
の
よ
う
な
氏
族
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

下
毛
野
氏
は
、
旧
河
内
郡
中
央
以
南
（
宇
都

宮
市
南
部
・
上
三
川
町
・
下
野
市
南
河
内
地

区
）
を
中
心
と
し
て
都
賀
郡
中
央
（
壬
生
町
・

下
野
市
石
橋
・
国
分
寺
地
区
・
小
山
市
北
部
）

に
か
け
た
地
域
を
本
拠
と
し
た
有
力
な
氏
族

で
、
上
毛
野
氏
と
と
も
に
東
国
統
治
の
伝
承
者

を
祖
と
す
る
下
毛
野
国
の
国こ
く
ぞ
う造
（
地
方
長
官
）

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
の
黒
川
・

思
川
・
姿
川
流
域
や
田
川
流
域
に
は
、
五
世
紀

末
〜
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
首
長
墓
と
呼
ば
れ

る
一
〇
〇
㍍
以
上
の
前
方
後
円
墳
が
数
代
に
わ

た
っ
て
築
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
巨
大

古
墳
を
築
造
し
た
「
墓ぼ

域い
き

」、
エ
ジ
プ
ト
の
王

家
の
谷
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
墓
域
の
ほ
か
の
生
活
圏
・
生
産
基
盤
圏
が
ど

こ
ま
で
広
か
っ
た
の
か
が
、
今
後
の
研
究
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
化
（
六
四
五
年
）
以
前
に
有
力
な
地
方
豪

族
と
し
て
「
君き

み

」
の
姓か

ば
ねを
も
つ
下
毛
野
氏
は
、

天
武
天
皇
十
三
年
（
六
八
四
）、
中
央
の
豪
族

と
な
ら
ぶ
「
朝あ

そ
ん臣
」
の
姓
を
賜
り
、
こ
の
頃
に

は
す
で
に
中
央
貴
族
化
し
て
い
た
こ
と
が
資
料

な
ど
か
ら
伺
え
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
、
い
く
ら
地

方
の
有
力
豪
族
で
あ
っ
て
も
地
方
出
身
者
が
中

央
で
官
人
（
役
人
）
に
な
る
こ
と
は
、
ま
っ
た

く
異
例
な
こ
と
で
し
た
。

　

下
毛
野
朝
臣
古
麻
呂
の
名
前
が
、
文
献
に

は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
持じ

統と
う

天
皇
三
年

（
六
八
九
）
で
す
。
こ
の
年
代
に
下
野
国
関
係

者
で
個
人
が
特
定
で
き
る
人
は
他
に
い
ま
せ
ん
。

　

古
麻
呂
の
中
央
に
お
け
る
も
っ
と
も
大
き

な
業
績
は
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
制
定

さ
れ
た
「
大た

い
ほ
う宝
律り

つ
り
ょ
う
令
」
の
編
さ
ん
に
深
く
か

か
わ
っ
た
こ
と
で
す
。『
続し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』
に
よ

る
と
文も

ん

武む

天
皇
四
年
（
七
〇
〇
）
六
月
、
天

皇
か
ら
律
令
の
編
さ
ん
者
と
し
て
、
刑お

さ
か
べ部

親
王
、
藤ふ

じ
わ
ら
ふ
ひ
と

原
不
比
等
を
は
じ
め
と
し
て
、

粟あ
わ
た
あ
そ
ん
ま
ひ
と

田
朝
臣
真
人
・
下
毛
野
朝
臣
古
麻
呂
ら
一
九

人
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
初
の
本
格
的
な

法
律
の
草
案
が
で
き
あ
が
っ
た
七
〇
一
年
、
古

麻
呂
は
皇
族
や
上
級
官
人
に
内
容
を
講
義
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
完
成
し
た
際
の
記
録
に

は
、
刑
部
親
王
・
藤
原
不
比
等
の
次
の
３
番
目

に
古
麻
呂
の
名
前
を
記
し
て
い
ま
す
。
い
か
に

重
責
を
担
っ
て
い
た
の
か
が
、
こ
こ
か
ら
も

わ
か
り
ま
す
。
慶け
い
う
ん雲
二
年
（
七
〇
五
）
に
は

兵ひ
ょ
う
ぶ
き
ょ
う

部
卿
（
兵
部
省
の
長
官
）
に
任
命
さ
れ
、
文

武
天
皇
が
死
去
す
る
と
山さ
ん
り
ょ
う
し

陵
司
（
陵
墓
を
造
る

担
当
官
）、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
は
式し

き
ぶ部

卿
（
式
部
省
長
官
）
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
和

銅
二
年
（
七
〇
九
）
十
二
月
二
十
日
「
式
部
卿

大
将
軍
正
四
位
下
」
の
地
位
で
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。
簡
単
に
生
前
の
経
歴
を
ま
と
め
る
と
法

律
を
創
れ
る
ほ
ど
法
律
に
詳
し
く
（
律
令
の
制

定
）、
軍
事
・
兵
事
関
連
の
知
識
も
あ
り
（
兵

部
卿
）、
朝
廷
内
の
人
事
や
儀
式
を
司
り
（
式

部
卿
）、
土
木
技
術
の
知
識
や
工
事
・
事
業
を

監
督
す
る
能
力
（
山
陵
司
）
を
兼
ね
備
え
た
優

秀
な
人
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま

た
、「
大
将
軍
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
下
野
の

地
が
、
対
東
北
政
策
上
き
わ
め
て
重
要
な
位
置

に
あ
り
、
任
地
に
赴
く
武
官
の
長
と
し
て
の
技

量
も
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

下
野
市
周
辺
の
発
掘
調
査
で
、
古
墳
時
代
の

終
わ
り
の
頃
の
出
土
遺
物
で
「
渡
来
系
」
の
遺

物
が
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
県
内
の
渡

来
系
出
土
遺
物
の
大
半
が
当
市
周
辺
で
出
土
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に

『
日
本
書
紀
』
の
持
統
元
年
（
六
八
七
）・
同
三

年
・
同
四
年
（
六
九
〇
）
の
記
事
に
は
下
野
国

に
新し
ら
ぎ羅
人
を
移
住
さ
せ
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
当
市
周
辺
に
は
、
古
代
か

ら
多
く
の
優
秀
な
渡
来
系
の
人
々
が
暮
ら
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
推
測
と
な
り
ま
す
が
、

古
麻
呂
の
血
縁
関
係
者
に
は
、
渡
来
系
の
人
物

が
お
り
、
古
麻
呂
は
数
か
国
語
を
達
者
に
使
い

こ
な
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
当
市
は
古
代

か
ら
国
際
色
豊
か
な
土
地
柄
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

「
下し

も
つ
け毛

野ぬ

朝あ

臣そ
ん

古こ

麻ま

ろ呂
」
―
そ
れ
っ
て
だ
れ
？
―

文武天皇陵…奈良県明日香村の高松塚古墳の南約
300ｍに宮内庁指定の陵墓があります。しかし、近
年の研究ではこの陵墓とは別に高松塚古墳の北側約
300ｍに位置する中尾山古墳（八角墳）とする意見
が有力です。
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